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平成２２年度 国立大学法人山形大学年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

［学士課程］

1-1.健全で良識ある市民を育成するため、充実した基盤教育（教養教育）プログラムを整備する。

・「山形大学基盤教育の基本方針」に基づき、基盤教育院において基盤教育プログラムを開始する。

1-2.高等学校教育からの円滑な接続を図り、修学に必要な基本的知識・能力を身につけさせるための初

年次教育を充実させる。

・大学教育や大学生活への円滑な接続を図るため、導入科目として「スタートアップ・セミナー」を開

講する。

1-3.幅広い教養を基盤として、各専門分野の明確な教育到達目標と学位授与方針に基づき体系的な学士

課程教育を実施する。

・大学教育推進プログラム採択事業「到達目標を明確にした自己実現学習システム」の実施を通じて、

各専門分野の教育到達目標の明確化と、学位授与方針に則した体系的なカリキュラム編成を推進する。

1-4.外国語及び日本語による討論・発表・文章作成能力、読解能力、情報処理能力など、修学上のみな

らず社会人としても不可欠な基本的なリテラシーを向上させるための授業科目を整備する。

・討論・発表・文章作成能力、読解能力などの基本的学習スキルを育成するため、基盤教育において導

入科目「スタートアップ・セミナー」を開講する。

・英語教育では、共通科目として「コミュニケーション・スキル１」を習熟度別少人数クラスにより開

講する。

・情報処理教育では、専門教育を学ぶ上での基本的スキルを修得させるため、共通科目として「情報リ

テラシー」を開講する。

1-5.主体的学習のための的確な指導を行うとともに、客観的な成績評価を実施する。

・基盤教育の導入科目「スタートアップ・セミナー」において、共通テキストを活用し、主体的学習へ

の指導を行うとともに、各学部においても自主学習のための指導を実施する。

・基盤教育院及び各学部において、成績評価の方法（成績評価基準・方法）についての点検・評価を行

い、現状の問題点について検討を行う。

2-1.豊かな人間性を育むため、自然や地域社会をキャンパスとして活用したフィールド活動や体験型授

業を実施する。

・基盤教育において、自然や地域社会を活用したフィールド活動や体験型授業を実施する。

2-2.学生の進路を想定したキャリア教育を充実させるとともに、インターンシップなどを活用して学生

のキャリア形成を支援する。

・基盤教育の教養科目として開講する「応用と学際」において、キャリア形成に向けた授業科目を開講

する。

［大学院課程］

3-1.専門分野の特性及び社会的ニーズに応じたカリキュラム編成を行う。

・カリキュラムの検証・改善を図るため、修了生の進路調査、学生・企業へのアンケート調査等を実施

する。

3-2.研究能力を育成するために的確な指導を行い、充分な研究環境を整備する。

・学会、研究会などへの参加・発表を支援する。

・グループディスカッション、中間報告会など定期的な報告会を実施する。

3-3.修士課程、博士課程、専門職学位課程に応じた明確な教育到達目標に基づき、高度な専門性を有す

る学位を授与する。

・教育到達目標及び学位授与方針を点検する。

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

1-1.基盤教育（教養教育）の企画運営を担う責任部署を整備し、教育組織を充実させる。

・基盤教育の企画運営を担う基盤教育院の充実を図るため、基盤教育実施部及び基盤教育研究部の整備



- 2 -

を進める。

1-2.授業内容や教育方法の改善のため、授業評価や組織的な研修活動を継続的に実施する。

・学生による授業評価や教育方法等改善のための研修を実施する。

1-3.教育改善を図るため、在学生・卒業生・修了生・進路先等を対象に、教育効果や満足度についての

調査を定期的に実施する。

・各学部において、在学生・卒業生・修了生・進路先等に対して、アンケート調査を実施する。

・平成21年度に実施した学生生活実態調査に基づき、教育改善のための方策を検討する。

・「合格者アンケート調査」、「学生満足度調査」、「卒業時調査」、「保護者調査」及び「企業調査」

を実施し、調査分析結果を学内に公表する。

1-4.e-learningの活用を図るとともに、その特性を踏まえた教育方法の改善を行う。

・e-learningの活用状況を調査するとともに、ＬＭＳ（学習管理システム）の周知と利用促進を図る。

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

1-1.学生各人の多様なニーズに応える修学支援システムを拡充し、学生が主体的に学ぶための支援体制

を整備する。

・アドミニストレイティブ・アシスタント制度を活用した支援体制の充実を図るとともに、学習ポート

フォリオシステムを導入する。

1-2.学生生活実態調査などに基づき、学生支援システムの改善・充実を進める。

・平成21年度に実施した学生生活実態調査に基づき、学生支援充実のための方策を検討する。

1-3.学生生活に対する多面的な支援を実施する。

・本学独自の奨学金制度を継続して実施する。

・カウンセリング体制の充実、麻疹やインフルエンザなどのキャンパス内感染症の予防と蔓延防止、若

いうちからの生活習慣病対策など、学生の健康管理を充実する。

1-4.学生の社会参加や、学生主体で企画・実施する意欲ある活動に対する支援制度を充実させる。

・学生に対する情報提供を充実させるため、本学のボランティア関連ホームページを活用する。

・「山形大学・元気プロジェクト」を継続して公募し、学生の課外活動の活性化に向けた取り組みを支

援する。

・優秀な学業、課外活動の成績を修めた学生及び学生団体に対して、学生表彰を継続・拡充し、学生の

学業・課外活動の活性化を図る。

1-5.社会状況に応じた実践的キャリア支援事業を充実させる。

・山形県若者就職支援センターと連携し、本学専属の相談員による相談日の増設等個別相談の充実化を

図る。

・１～２年次生向けの就職セミナー等を企画し、キャリア意識の醸成を図る。

・就職環境の変化に対応して、学内外における企業説明会の開催及び学外での就職フォーラム等に参加

するなど学生のための情報提供・収集を強化する。

・企業訪問を継続して実施し、最新の採用情報を学生に提供するとともに、新たな企業開拓を推進する。

・学生キャリアサポーターの視点による就職支援事業を企画し、学生のニーズに合わせた事業を学生と

ともに実施する。

・３年次保護者に向け、就職活動の現状を理解してもらうための冊子を作成・配付する。

1-6.卒業生・修了生への継続的な情報発信を行うとともに、生涯学習の機会を提供するなど一貫した支

援を行う。

・卒業生・修了生に対し、全学的な見地からの情報発信・広報を継続するとともに、卒業生を対象とし

た公開講座を開催するなど、生涯学習の機会を定期的に提供する。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

1-1.総合大学の利点を活かし、学部横断的なプロジェクト研究を推進する。

・各部局間交流セミナーやバーチャル研究所の研究を活用するなどして、研究プロジェクト戦略室を中

心に各部局が連携し、学部横断的プロジェクト研究の推進を図る。

1-2.基礎研究の成果を活かし、世界レベルの先進的研究、独創的・萌芽的研究を重点的に支援する。
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・分子疫学研究、有機ＥＬ研究、核子スピン研究など、すでに拠点となっている研究グループをＹＵ－

ＣＯＥ（山形大学先進的研究拠点）として引き続き支援するとともに、将来拠点となり得る萌芽的研究

グループを公募し、審査・選定の上、ＹＵ－ＣＯＥとして位置づけ支援する。

1-3.地域に根ざした研究、社会に貢献する研究を重点的に支援する。

・地方自治体、産業界、ＮＰＯ法人等との組織的連携を強化し、地域や社会の要請に見合った研究の推

進に努める。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

1-1.競争的研究資金獲得のための充実した支援等により、研究者が意欲的に研究に取り組むことができ

る環境を整備する。

・競争的研究資金獲得のための応募説明会やアドバイザー制度による申請書作成の支援を行う。

・女性教員の国際学会への旅費支援制度を実施する。

・研究活動の活力を一層高めるため、研究教育活動を活発に行って顕著な貢献があった教員を表彰する。

1-2.多様な雇用制度を活用し、研究を推進するための組織的基盤を整備する。

・任期付き教員の採用や、テニュアトラック制度を利用した教員採用など多様な雇用制度を活用し、研

究活動の活性化を促進する。

1-3.優秀な技術職員や事務職員を育成するなど、研究活動に対する支援体制を充実させる。

・研究活動への支援体制を充実するため、事務職員の研修を行う。

・技術職員が高度な専門技術により研究支援を行えるよう、研修の機会を確保する。

2-1.若手研究者が国際的な研究環境下で研鑽できる機会を提供する。

・ＹＵ海外グローイングアッププログラム等、学内外の海外派遣プログラムを活用し、若手研究者の海

外研修を推進する。

2-2.若手研究者が自立して研究を行うことができるよう、研究資金支援等を実施する。

・科学研究費補助金において、資金規模及び発展性の大きい種目への申請を推奨し、申請して不採択と

なった若手研究者の再挑戦を支援する。

・新任教員を対象に、スタートアップのための研究資金支援を行うほか、博士課程修了者の研究環境整

備のため、特別研究支援者としての雇用制度を継続する。

３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置

1-1.多彩な教育研究資源を活用し、社会のニーズに応える多様な学習の機会を提供する。

・各部局の特性に応じた公開講座、講演会、交流会等を継続して実施し、多様な学習の機会を提供する。

1-2.地域の大学・教育機関及び文化施設・団体と連携し、地域の教育や文化活動を支援する。

・地方自治体、教育機関、民間団体等と連携し、大学の知的資源を活用して地域の教育や文化活動を支

援する。

・山形大学を中心とした「大学コンソーシアムやまがた」と連携し、山形駅前に学生の活動拠点を設置

する。

2-1.専門分野の特性を活かし、地域経済や地域産業の振興に向けて、企業や自治体等との連携活動を推

進する。

・企業、地方自治体、経済団体及びＮＰＯ法人等と連携し、地域が必要としている「知」の情報を的確

に提供する。

2-2.社会のニーズに基づき政策形成や地域づくりに貢献する。

・地方自治体との連携や各種審議会等への参画を通して、地域の政策形成や地域づくりに貢献する。

2-3.多様な研究資源を発掘・活用する体制を整備する。

・本学の知的資源の発掘や活用を一層充実・強化するため、リエゾンアドバイザーやコーディネーター

等の各種支援体制を整備する。

（２）国際化に関する目標を達成するための措置

1-1.在学中における海外での学習体験を推奨・支援し、国際性を育む修学環境を整備する。

・在学中に海外で学習できる機会を増やすため、海外の協定大学との短期交換留学を推奨・支援する。
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・国際研修セミナー等を行い、授業の一環として海外での教育を実施する。

1-2.充実した留学生支援を実施する。

・基盤教育の共通科目「コミュニケーション・スキル２」において、留学生のための日本語教育を充実

させる。

・平成21年度に実施した学生生活実態調査に基づき、留学生支援充実のための方策を検討する。

・留学生受入のための基本方針を策定する。

・大学として民間アパート借り上げなどにより、留学生に安価に貸与することについての検討を開始す

る。

1-3.海外の教育研究機関との研究者交流を推進する。

・研究交流の活性化のため、海外からの講師による講演会等を開催する。

・ＹＵ海外グローイングアッププログラム及び小嶋国際学術交流基金による研究者海外派遣を実施する。

2-1.海外サテライトの活用や協定校との連携により、多彩な国際交流活動を展開する。

・既設のサテライトを活用して、広報活動を実施する。

・中国黒龍江省の複数の大学と、山形大学を中心とした「大学コンソーシアムやまがた」との間での新

しい交流プログラムを検討する。

・中国での同窓会活動を開始するとともに、韓国などでの新たな同窓会組織の設置に取り組む。

2-2.地域と連携した国際交流活動を推進する。

・県、市の国際交流協会等を通して、小中学校等の国際理解教育に積極的に参加する。

・山形県と連携した留学生のインターンシップ事業について、実施前の企業との情報交換を実施する。

（３）附属病院に関する目標を達成するための措置

1-1.インフォームド・コンセントに基づいて、患者との良好な信頼関係を樹立する。

・カルテチェックを実施し、インフォームド・コンセントに係る必要項目が網羅されて記載されている

かチェックする。

・病院再整備にあわせて、外来患者業務の統括を行うセンターを設置し、患者ニーズに合わせた診療予

約、入退院支援、各種相談支援等を実施する。

・医療メディエーションに係る基礎研修を実施する。

1-2.学部教育におけるクリニカル・クラークシップの強化・充実、医療従事者を対象とした生涯教育セ

ミナーの充実等を通じて、厳しい倫理観を持った創造的な医療人を育成する。

・共用試験合格者にStudent Doctorの称号を与え、医学生としての自覚を促すとともに、国民の理解を

得て診療参加型実習を行い、医学部卒業時点での診療能力の向上を図る。

・メディカルスキルアップラボラトリーを活用し、学部授業にシミュレーター教育を積極的に導入して、

診療能力の向上を図る。

・学生、医療従事者対象の各種講演会を企画し、視野の広い医療人の養成に努め、多くの診療・職種横

断的なチーム医療や各種カンファレンス、キャンサートリートメントボードに参加し、チームの一員と

しての素養を高める。

・地域の医療従事者を対象とした生涯教育セミナーを、総合医学教育センターを軸として開催し、医学

の進歩は勿論、様々な社会情勢にも的確に対応可能な医師を養成する。

・医療安全管理部が中心となり、講演会、ワークショップ等を通じて附属病院の業務に医療メディエー

ションを取り入れ、厳しい倫理観を持った医療人を養成する。

1-3.多様化する患者のニーズに応えるため、がんセンター、地域医療連携センター、疾患別治療センタ

ー等の病院附属組織の機能を強化・充実させる。

・病院再整備にあわせて、外来患者業務の統括を行うセンター、相談室等の整備充実を図り、プライバ

シーに配慮したサービスを提供する。

1-4.地域住民のニーズに対応した病院資源や情報の提供を行い、地域医療に貢献する。

・話題性のあるテーマを取り上げ開催している医学部市民公開講座を継続的に実施する。

・「がん医療相談室」、「脳卒中相談室」等の内容充実、広報活動強化により利用率の向上を図る。

・グローバルＣＯＥプログラムで実施している住民検診・健康相談を継続するとともに、対象となる自

治体を更に拡大する。

・病院広報誌及び病院ホームページの掲載内容の見直し充実を継続して行う。

・附属病院の先端医療や施設設備等の地域住民への公開をオープンキャンパスや住民見学会等を通して

継続実施する。
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・患者満足度調査を定期的に実施し、地域住民のニーズを継続的に捉える。

2-1.急性期医療の中心的役割を担当する。

・地域病院との連携を強化し、がん診療連携拠点病院としての機能充実を図る。

・大規模災害・テロを想定した患者受け入れ態勢を整備する。

・地域医療人、一般住民等を対象にＡＥＤ(Automated External Defibrillator)使用講習会及びＢＬＳ

(Basic Life Support)心肺蘇生法の教育セミナーを継続して行う。

・がん治療への優れた有用性が確立された最新の放射線治療機器、診断装置（ＰＥＴ等）の導入を目指

し、最先端医療を一般患者に提供するシステムを構築する。

・救急部、手術部及び医学部がんセンターの機能強化により、山形県のメディカルコントロールセンタ

ーとしての機能を拡充する。

・新病棟完成を受けて疾患別センターの機能充実を図るとともに、平成21年度に拡充したＩＣＵ(Intensive

Care Unit)、ＨＣＵ(High Care Unit)、ＮＩＣＵ(Neonate Intensive Care Unit)により重症患者、救急

患者への対応能力を向上させる。

2-2.母子保健医療分野での病病および病診連携を強化する。

・周産母子センター（分娩部、ＮＩＣＵ）により、産科及び小児科の連携を図り、安全な医療サービス

を提供する。

3-1.卒後臨床研修センターや総合医学教育センター等の活動の充実を推進する。

・将来医師不足の著しい外科・救急・小児・産婦人科を目指す学生に対して、経済的援助とキャリア形

成支援を行う医学部専修コース、研修医の将来の希望に応じたキャリアパスを提供する卒後臨床研修等

により学部教育から卒後教育までの一貫した事業を行う。

・退職医師や転職希望の専門医に対して、再就職後の診療ニーズに合わせた生涯教育を行う「リフレッ

シュ医学教育」を継続する。

3-2.医療従事者の計画的な循環型研修体制の整備を図り、研修機会の拡大と人材育成を推進する。

・山形大学蔵王協議会（特に関連病院会）を基礎とした循環型医師養成システムの確立を図る。

・医学部と共同して、大学院社会人選抜を有効に活用し地域の医療機関に勤務する医師にも基礎・臨床

研究の機会を提供し、大学と地域病院の間の循環型医師養成を行う。

・「がんプロフェッショナル養成プラン」及び「東北がんＥＢＭ人材育成・普及推進事業」により、地

域病院の医療従事者の中からがん医療（特に放射線治療、化学療法）の専門家を養成し、地域病院での

がん治療のレベルアップを図る。

4-1.グローバルＣＯＥプログラム「分子疫学の国際教育研究ネットワークの構築」等で得られた研究成

果を基に、高度先進医療の開発を推進する。

・高度先進医療を推進するチームを院内に設置するなどして、高度先進医療の開発と実用化を行う。

・医学部がんセンターの充実を図る。

・グローバルＣＯＥプログラム等、先進的な基礎医学研究の成果を踏まえた医療技術へ展開する臨床研

究（トランスレーショナル・リサーチ）を推進する。

・実現可能な遺伝子診療及び臓器移植医療の計画的な検討・推進を図る。

4-2.臨床研究の推進のため、治験管理センターの機能を充実し、新薬開発や臨床研究などの活性化を推

進する。

・治験受託研究件数の確保と実施率の向上を図る。

・治験実施の品質向上のため認定治験コーディネーター（ＣＲＣ）の増加を図る。

・治験に関する教育・広報活動など治験に対する啓蒙活動を強化する。

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置

1-1.附属学校園運営の改善を推進し、大学附属としての特色を活かした効率的な学校運営を実施する。

・校長の専任化により、附属学校全体を統括する附属学校運営部の組織を活かした学校運営を推進する。

・幼稚園及び小学校において、少人数学級の導入により、きめ細かな質の高い教育を実現する。

1-2.大学との連携による実践的な研究活動及び教育実習を行う。

・大学と連携した教育・研究の推進の在り方を検討するため、「附属学校運営会議」の組織改善を進め

る。

・学部レベルにおける大学の教育実習の質的向上を図るため、実施体制を整備する。

1-3.附属学校園間の連携を強化し、円滑な接続と相互交流による一貫性の高い教育を行う。
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・附属学校連携委員会に、幼稚園と小学校、小学校と中学校の円滑な一貫性のある教育の在り方を研究

するための組織整備を行う。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

1-1.学長の行動指針を策定し公表する。

・山形大学の改革を計画的・継続的に進めるため、１月に１年間の学長行動指針を策定・公表し、本学

が取り組むべき課題とその達成目標を提示する。

1-2.大学構成員及び外部有識者の意見を積極的に大学経営に反映させる。

・大学構成員及び学外有識者の意見を聴取して、組織運営の改善に役立てる。

1-3.職員の能力向上のための研修を継続して実施する。

・キャリアアップに資するため、階層別・専門分野別研修など、各種研修を充実して実施する。

2-1.各学部及び各研究科等の組織編成を不断に見直し、適切な教育研究体制を整備する。

・適切な教育研究体制を整備するため、各学部・研究科の入学状況、進路状況、社会的なニーズ及び学

部・研究科の目的等を踏まえた点検を行う。

3-1.男女共同参画を推進するため、ワーク・ライフ・バランスに配慮した就業環境を整備する。

・学長と女性研究者との懇談会等を開催し相互理解を図るとともに、女性研究者のネットワークを構築

する。

・男女共同参画を推進するため、各種支援体制等の就業環境の整備を検討するとともに、推進体制の機

能拡充を図る。

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

1-1.機能的な事務組織体制の整備を進めるとともに、業務の見直し及び改善を不断に実行する。

・これまでの事務組織改編を検証し、山形大学にとって最適かつ機能的な事務組織体制の整備を進める。

・事務手続きの簡素化・合理化を一層推進し、業務の見直し・改善を行う。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

1-1.本学に相応しい入学者の確保に努め、学生定員を安定的に充足する。

・関係部署間の連携を強化し、効果的な広報を行う。

・学生の在籍状況や学生納付金の収納状況を毎月把握し、役員会等へ報告する。

1-2.競争的研究資金等の外部研究資金獲得のため、全学的な支援の取り組みを強化する。

・大型助成金獲得のための説明会・セミナー等の開催や科学研究費補助金の獲得に関する支援等の全学

的支援を強化し、外部研究資金の獲得を図る。

1-3.病院再整備計画を着実に進め、診療機能の充実等による病院収入の増額を図るとともに、債権管理

を徹底し健全な病院経営を目指す。

・平成22年度末完了予定の病棟再整備を着実に推し進め、休止病床の解消を図り収入を確保する。

・未納債権減少に向けて、未納者に対し定期的に未納金額の連絡や分割納付についての相談を行う。

・附属病院の財務状況を毎月把握し、役員会等へ報告する。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

1-1.「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に

基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成18年度からの５年間において、△５％以上

の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日

閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

・平成17年度人件費予算相当額に比し、△５％以上の人件費削減となるように計画的な人事を推進する。

2-1.管理的経費の抑制に向けて、現状分析に基づいた計画を策定し、実施する。

・管理的経費を抑制するため、全学的な管理的経費の状況を調査し、抑制目標を含めた「経費抑制に関

する行動計画（仮称）」を策定する。

2-2.調達手法等の見直しにより、経費の抑制を行う。

・保守、請負等継続的な契約について、競争性、複数年を観点に調達手法等の見直し検討を行い、「継



- 7 -

続的な契約に係る基本方針（仮称）」を策定する。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

1-1.施設等の機能保全、維持管理及び予防的な保守・点検等を実施する。

・施設の機能維持・予防保全の充実のため、施設点検マニュアルの見直しを行う。

・全学的な状況点検及び情報交換の実施と適切な修繕を実施する。

1-2.余裕資金を適切に把握し、効果的な運用を行う。

・保有資金状況を適時・的確に把握するとともに、安全性を確保しつつ、積極的かつ効果的な資金運用

を図る。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

1-1.大学の諸活動に関する適切な自己点検・評価を実施し、大学経営の改善に活用する。

・経営協議会による部局長ヒアリングを踏まえた組織評価（部局年度業績評価）など、自己点検・評価

を実施し、評価結果を大学経営の改善に活用する。

1-2.大学の諸活動に関するデータを集約するシステムを構築し、評価や戦略策定に活用する。

・大学の諸活動に関する基礎データの収集及び大学情報データベースの研究者データの充実を図る。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

1-1.本学の教育研究活動や業務運営に関する最新情報を積極的に社会へ発信する。

・総務部広報ユニットと各学部の広報室等との連携を緊密にし、ホームページ及び各種広報誌等の定期

的な見直しを行い、広報機能の充実を図る。

1-2.社会への説明責任を果たすため、保有する情報の適切な公開を実施する。

・開かれた大学として､社会への情報発信を積極的に行うとともに、適切な情報公開を行う。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

1-1.キャンパスの魅力を向上させるため、キャンパス整備計画において、学生の視点や環境の保全、国

際化等を意識した見直しを行い、施設の有効活用を含めた施設整備を推進する。

・全学的視点と各キャンパスの個性化を両立させるため、キャンパス整備に関する全学的な検討体制の

再構築を図る。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

1-1.様々なリスクに迅速かつ適切に対処するため、各部局と事務局における役割分担を明確にしつつ、

全学における総合的なリスク管理体制を確立する。

・事例別のフローチャートを作成し、危機管理対応指針の充実を図る。

・危機管理ハンドブックを作成し、学生及び教職員が危機管理についての意識の向上を図るとともに、

安全に速やかに対応できるようにする。

・様々なリスクに対処するための各部局、事務局の役割及び学生の安否確認方法についての調査を行う。

1-2.教職員及び学生を対象とした安全管理に関する講習会、訓練等を定期的に実施する。

・教職員及び学生を対象としたＡＥＤ取扱講習会・高圧ガス保安講習会等の安全衛生教育を実施し、安

全管理意識の徹底を図る。

2-1.本学の情報セキュリティポリシーに基づき研修・教育等を実施し、情報セキュリティを強化する。

・情報リテラシー教育の中で、情報セキュリティ教育を実施する。

・要保護情報を多く管理・利用する職員に対しては、研修を行い情報セキュリティの強化を図る。

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置

1-1.監査体制等を充実し、法令遵守や法人倫理の確立等、内部統制機能を強化する。

・全学規則と部局規則との整合性を確認する。

・「適正経理管理室」による定期的なモニタリングを実施する。

1-2.研修等を通じて役員、教職員及び学生一人一人の社会的責任、法令遵守に対する意識を向上させる。

・コンプライアンスに係る指針及びマニュアルの充実を図る。

・コンプライアンスに関する講演会を開き、意識の向上を図る。
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

１．短期借入金の限度額

３１億円

２．想定される理由

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れることが想

定されるため。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

１．重要な財産を譲渡する計画

・なし

２．重要な財産を担保に供する計画

・医学部附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学の敷地及び建物を担保に供

する。

Ⅸ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育、研究、診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

（単位：百万円）

施設・設備の内容 予 定 額 財 源

小白川団地総合研究棟改修（教養教育）、

附属病院病棟改修、ＰＥＴ検査施設・設

備整備、小規模改修

総額

６，１３６ 施設整備費補助金（１，１３７）

長期借入金 （４，９３４）

国立大学財務・経営センター

施設費交付金 （ ６５）

（注１）施設・設備の内容、金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等

を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。

（注２）小規模改修について平成２２年度以降は平成２１年度同額として試算している。

なお、各事業年度の施設整備費補助金、長期借入金、国立大学財務・経営センター施設費交付金につい

ては、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編

成過程等において決定される。

２ 人事に関する計画

（教 員）

・各学問領域の特徴に配慮するとともに、各部局の特性、理念及び目標に応じて、これまでに構築した個別契

約任期付教員制度、ポイント制などの制度を活用し、優秀な人材を確保する。

また、人事評価を給与へ適切に反映させるため、現在の人事評価制度の見直しを行う。

（事 務）

・人事評価を給与へ反映させることにより、勤務意欲を高め、大学運営の効率化と一層の活性化を図る。

・国立大学法人としての組織的基盤の充実強化を図るため、国立大学法人等職員採用試験及び本学独自の事務

職員採用試験により多様な人材を確保するとともに、専門職能集団としての機能を発揮できる適材適所の人員

配置を行う。

また、ジョブローテーション制度に基づき、総合性と専門性を持つ職員を育成するとともに、若手職員を多

様な分野に配置することにより個々の適正を把握し、かつ、大学職員として必要な知識・経験を習得させる。

（参考１）平成２２年度の常勤職員数 １，４７２人

また、任期付職員数の見込みを ５２３人とする。

（参考２）平成２２年度の人件費総額見込み １５，３７７百万円（退職金手当は除く）
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）

人文学部

地域教育文化学部

理学部

医学部

工学部

農学部

人間文化学科 ４００人

法経政策学科 ８００人

学部共通 ４０人

地域教育学科 ３２０人

文化創造学科 ３００人

生活総合学科 ３４０人

数理科学科 １８０人

物理学科 １４０人

物質生命化学科 １８０人

生物学科 １２０人

地球環境学科 １２０人

医学科 ６５５人

（うち医師養成に係る分野 ６５５人）

看護学科 ２５５人

機能高分子工学科（昼間コース） ４５５人

物質化学工学科（昼間コース） ４２０人

バイオ化学工学科（昼間コース） ６０人

応用生命システム工学科（昼間コース） ２４０人

情報科学科（昼間コース） ３１５人

電気電子工学科（昼間コース） ３１５人

機械システム工学科（昼間コース） ４７５人

システム創成工学科（夜間主コース） ５０人

物質化学工学科（夜間主コース）※ ７５人

応用生命システム工学科（夜間主コース）※ ２１人

情報科学科（夜間主コース）※ ３３人

電気電子工学科（夜間主コース）※ ３６人

機械システム工学科（夜間主コース）※ ７５人

食料生命環境学科 １５５人

生物生産学科※ １６５人

生物資源学科※ １５０人

生物環境学科※ １５０人

社会文化システム研究科 文化システム専攻 １２人

（うち修士課程 １２人）

社会システム専攻 １２人

（うち修士課程 １２人）
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地域教育文化研究科 臨床心理学専攻 １２人

（うち修士課程 １２人）

医学系研究科

理工学研究科

文化創造専攻 １６人

（うち修士課程 １６人）

医学専攻 １０４人

（うち博士課程 １０４人）

看護学専攻 ４１人

うち博士前期課程 ３２人

博士後期課程 ９人

生命環境医科学専攻 ４６人

うち博士前期課程 ２５人

博士後期課程 ２１人

数理科学専攻 ２８人

（うち博士前期課程 ２８人）

物理学専攻 ２２人

（うち博士前期課程 ２２人）

物質生命化学専攻 ２２人

（うち博士前期課程 ２２人）

生物学専攻 ２２人

（うち博士前期課程 ２２人）

地球環境学専攻 ２０人

（うち博士前期課程 ２０人）

機能高分子工学専攻 ６２人

（うち博士前期課程 ６２人）

有機デバイス工学専攻 ４２人

うち博士前期課程 ３８人

博士後期課程 ４人

物質化学工学専攻 ８３人

（うち博士前期課程 ８３人）

バイオ化学工学専攻 ２８人

（うち博士前期課程 ２８人）

応用生命システム工学専攻 ４６人

（うち博士前期課程 ４６人）

情報科学専攻 ５９人

（うち博士前期課程 ５９人）

電気電子工学専攻 ６５人

（うち博士前期課程 ６５人）

機械システム工学専攻 ９９人

うち博士前期課程 ９５人

博士後期課程 ４人

ものづくり技術経営学専攻 ３６人

うち博士前期課程 ２８人

博士後期課程 ８人
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農学研究科

地球共生圏科学専攻 ２１人

（うち博士後期課程 ２１人）

有機材料工学専攻 ９人

（うち博士後期課程 ９人）

バイオ工学専攻 ４人

（うち博士後期課程 ４人）

電子情報工学専攻 ５人

（うち博士後期課程 ５人）

物質生産工学専攻※ １４人

（うち博士後期課程 １４人）

システム情報工学専攻※ １２人

（うち博士後期課程 １２人）

生体センシング機能工学専攻※ ４７人

うち博士前期課程 ２９人

博士後期課程 １８人

生物生産学専攻 ３２人

（うち修士課程 ３２人）

生物資源学専攻 ３６人

（うち修士課程 ３６人）

生物環境学専攻 ２８人

（うち修士課程 ２８人）

教育実践研究科 教職実践専攻 ４０人

（うち専門職学位課程 ４０人）

養護教諭特別別科 ４０人

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

附属幼稚園

（普通） ６９４人 学級数 １８

（複式） ４８人 学級数 ３

（普通） ４８０人 学級数 １２

（小学部） １８人 学級数 ３

（中学部） １８人 学級数 ３

（高等部） ２４人 学級数 ３

（３歳児保育） ３４人 学級数 ２

（４歳児保育） ３４人 学級数 １

（５歳児保育） ７０人 学級数 ２

※の学科・専攻については、平成２１年度限りで学生募集停止
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画

１．予 算

平成２２年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 １２，１５３

施設整備費補助金 ２，３０５

船舶建造費補助金 ０

補助金等収入 １，０３９

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ６５

自己収入 １７，２８４

授業料及び入学金検定料収入 ５，２６０

附属病院収入 １１，８０４

財産処分収入 ０

雑収入 ２２０

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 １，５３７

引当金取崩 ０

長期借入金収入 ４，９３４

貸付回収金 ０

承継剰余金 ０

目的積立金取崩 ０

計 ３９，３１７

支出

業務費 ２８，２９３

教育研究経費 １６，３２６

診療経費 １１，９６７

施設整備費 ７，３０４

船舶建造費 ０

補助金等 １，０３９

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 １，５３７

貸付金 ０

長期借入金償還金 １，１４４

国立大学財務・経営センター施設費納付金 ０

計 ３９，３１７

［人件費の見積り］

期間中総額 １５，３７７百万円を支出する （退職手当は除く）。

（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額 １２，７０７百万円）

注） 「施設整備費補助金」のうち、平成２２年度当初予算額 １，１３８百万円、前年度よりの

繰越額 １，１６７百万円。
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２．収支計画

平成２２年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部

経常費用 ３２，１２２

業務費 ２７，７９９

教育研究経費 ４，３００

診療経費 ５，８９９

受託研究費等 ６９１

役員人件費 １０８

教員人件費 ９，２７１

職員人件費 ７，５３０

一般管理費 １，５８９

財務費用 ３４４

雑損 ０

減価償却費 ２，３９０

臨時損失 ０

収入の部

経常収益 ３２，１８２

運営費交付金収益 １１，８３９

授業料収益 ４，４９０

入学金収益 ６７０

検定料収益 １２２

附属病院収益 １１，８０４

受託研究等収益 ７９５

補助金等収益 ７７６

寄附金収益 ５９４

財務収益 １２

雑益 ３３７

資産見返運営費交付金等戻入 ４０６

資産見返補助金等戻入 １４９

資産見返寄附金戻入 １６４

資産見返物品受贈額戻入 ２４

臨時利益 ０

純利益 ６０

目的積立金取崩益 ０

総利益 ６０
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３．資金計画

平成２２年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出

業務活動による支出 ２９，１６６

投資活動による支出 ８，４０３

財務活動による支出 １，７４８

翌年度への繰越金 １，３９９

資金収入

業務活動による収入 ３２，０１３

運営費交付金による収入 １２，１５３

授業料及び入学料検定料による収入 ５，２６０

附属病院収入 １１，８０４

受託研究等収入 ９２４

補助金等収入 １，０３９

寄附金収入 ６１３

その他の収入 ２２０

投資活動による収入 ２，３７０

施設費による収入 ２，３７０

その他の収入 ０

財務活動による収入 ４，９３４

前年度よりの繰越金 １，３９９


